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2023年３月８日

各位

会社名 株式会社ｉｓｐａｃｅ

代表者名 代表取締役ＣＥＯ 袴田 武史

（コード番号：9348 東証グロース市場）

問合せ先 取締役ＣＦＯ 野﨑 順平

（TEL. 03-6277-6451）

募集株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

2023 年３月８日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場

に伴う募集株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げま

す。

記

１．公募による募集株式発行の件

（１) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 24,699,700株

かかる募集株式総数のうち、日本国内における募集（以下、「国
内募集」という。）に係る募集株式数は 19,935,200株、米国、
欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集（ただし、
米国においては 1933年米国証券法に基づくルール 144Ａに従っ
た適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」
といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）に係る募集株
式数は 4,764,500 株の予定であるが、その最終的な内訳は、上
記募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行
価格等決定日（2023年４月３日）に決定される予定であり、そ
の決定については当社代表取締役に一任する。募集株式総数に
ついては、2023 年３月 27 日開催予定の取締役会において変更
される可能性がある。

（２) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 未定（2023 年３月 27 日開催予定の取締役会で決定する予定で
ある。）

（３) 払 込 期 日 2023年４月 11日（火曜日）

（４) 増加する資本金及び資本準備
金 に 関 す る 事 項

会社法上の増加する資本金の額は、2023年４月３日に決定され
る予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第 14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとする。また、会社法上の増加する資本準備金の額は、
当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額と
する。

（５) 募 集 方 法 国内及び海外における同時募集とする。

① 国内募集

発行価格での一般募集とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式
会社ＳＢＩ証券、マネックス証券株式会社、松井証券株式会社、
アイザワ証券株式会社及びあかつき証券株式会社を引受人とし
て、国内募集分の全株式を引受価額で総額連帯買取引受させる。
引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払
込金額を下回る場合は、国内募集を中止する。国内募集が中止
された場合には、海外募集も中止されるものとする。
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② 海外募集

海外募集については、SMBC Nikko Capital Markets Limitedを
主幹事会社兼ブックランナーとする海外引受会社を引受人とし
て、海外募集分の全株式を引受価額で総額個別買取引受させる。
海外募集が中止された場合には、国内募集も中止されるものと
する。

③ 国内募集及び下記２．のオーバーアロットメントによる売
出しの主幹事会社兼ブックランナーは、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社である。

④ 本件募集及び下記２．のオーバーアロットメントによる売
出しのグローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株
式会社とする。

（６) 発 行 価 格 未定（募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の
価格で仮条件を提示し、当該仮条件による需要状況、上場日ま
での価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月３
日に決定する予定である。）

（７) 申 込 期 間
（ 国 内 ）

2023年４月４日（火曜日）から
2023年４月７日（金曜日）まで

（８) 申 込 株 数 単 位 100株

（９) 株 式 受 渡 期 日 2023年４月 12日（水曜日）

（10) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払われず、これに代わるものとして発行価格か
ら引受価額を差し引いた額の総額が引受人の手取金となる。

（11) 前記各項を除くほか、本募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会に
おいて決定する。

（12) 前記各項のうち、国内募集については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。ま
た、国内募集が中止された場合には、海外募集、下記２．のオーバーアロットメントによる売出し
及び下記３．の第三者割当増資も中止となる。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、
下記２．のオーバーアロットメントによる売出し及び下記３．の第三者割当増資を中止する。


